
13 
「富士見市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定」について 

 

 

１ 制定の経緯                           

 平成３０年３月２２日に公布された「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の 

省令（平成３０年厚生労働省令第３０号）」により、指定地域密着型サービスの事業 

に係る基準の一部が改正されたことに伴い、標記条例に改正が必要となったもの。 

 

２ 制定内容                           

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護における訪問介護員等

のうち、「政令で定める者」の定義を明文化。（第５条第１号、第４６条第１項） 

○「指定地域密着型通所介護従業者」から「指定」を削除し、標記条例第５９条の３

において規定している「地域密着型通所介護従業者」と改正するもの。 

（第５９条の９第４号、第５９条の１０第５項） 

○その他所要の改正を行う。 



富士見市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 

（平成２４年条例第２７号）新旧対照表 

新 旧 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護） （指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護） 

第５条 前条に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護においては、次に掲げるサービスを提供するものとする。 

第５条 前条に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護においては、次に掲げるサービスを提供するものとする。 

（１） 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める

者（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施

行規則」という。）第２２条の２３第１項に規定する介護職員初任

者研修課程を修了した者に限る。）をいう。以下この章において同

じ。）が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話

（以下この章において「定期巡回サービス」という。） 

（１） 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める

者                                                          

                                                            

                                をいう。以下この章において同

じ。）が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話

（以下この章において「定期巡回サービス」という。） 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助） （法定代理受領サービスの提供を受けるための援助） 

第１６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、利用申込者が施

行規則                                                        

          第６５条の４各号のいずれにも該当しないときは、当該利

用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画（法第８条第２４項

に規定する居宅サービス計画をいう。）の作成を指定居宅介護支援事

業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして受

第１６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、利用申込者が介

護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」

という。）第６５条の４各号のいずれにも該当しないときは、当該利

用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画（法第８条第２４項

に規定する居宅サービス計画をいう。）の作成を指定居宅介護支援事

業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして受



けることができる旨を説明すること、指定居宅介護支援事業者に関す

る情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必

要な援助を行わなければならない。 

けることができる旨を説明すること、指定居宅介護支援事業者に関す

る情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必

要な援助を行わなければならない。 

（指定夜間対応型訪問介護） （指定夜間対応型訪問介護） 

第４６条 前条に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護に

おいては、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護

（以下この章において「定期巡回サービス」という。）、あらかじめ

利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、

利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等（指定夜間

対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定

する政令で定める者（施行規則第２２条の２３第１項に規定する介護

職員初任者研修課程を修了した者に限る。）をいう。以下この章にお

いて同じ。）の訪問の要否等を判断するサービス（以下「オペレーシ

ョンセンターサービス」という。）及びオペレーションセンター（オ

ペレーションセンターサービスを行うための次条第１項第１号に規定

するオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。以下

同じ。）等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護（以

下この章において「随時訪問サービス」という。）を提供するものと

する。 

第４６条 前条に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護に

おいては、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護

（以下この章において「定期巡回サービス」という。）、あらかじめ

利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、

利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等（指定夜間

対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定

する政令で定める者                                            

                                        をいう。以下この章にお

いて同じ。）の訪問の要否等を判断するサービス（以下「オペレーシ

ョンセンターサービス」という。）及びオペレーションセンター（オ

ペレーションセンターサービスを行うための次条第１項第１号に規定

するオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。以下

同じ。）等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護（以

下この章において「随時訪問サービス」という。）を提供するものと

する。 

２ （略） 

第５９条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところに

よるものとする。 

（１）～（３） （略） 

（４） 地域密着型通所介護従業者    は、指定地域密着型通所介

護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又

２ （略） 

第５９条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところに

よるものとする。 

（１）～（３） （略） 

（４） 指定地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介

護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又



はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやす

いよう説明を行うものとする。 

（５）～（７） （略） 

（地域密着型通所介護計画の作成） 

第５９条の１０ （略） 

２～４ （略） 

５ 地域密着型通所介護従業者    は、それぞれの利用者について、地

域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状

況の記録を行う。 

（勤務体制の確保等） 

第５９条の１３ （略） 

２ （略） 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者  の

資質の向上のため、その研修の機会を確保しなければならない。 

（準用） 

第５９条の２２ 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、

第２０条、第２２条、第２８条から第２９条まで、第３４条から第３

８条まで、第４１条、第５３条、第５９条の２、第５９条の４及び第

５９条の５第４項並びに前節（第５９条の２０を除く）の規定は、共

生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、

第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「運営規

程（第５９条の１２に規定する重要事項に関する規程をいう。第３４

条において同じ。）」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者（以

下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。）」と、第３４条中

はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやす

いよう説明を行うものとする。 

（５）～（７） （略） 

（地域密着型通所介護計画の作成） 

第５９条の１０ （略） 

２～４ （略） 

５ 指定地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地

域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状

況の記録を行う。 

（勤務体制の確保等） 

第５９条の１３ （略） 

２ （略） 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護従業者の

資質の向上のため、その研修の機会を確保しなければならない。 

（準用） 

第５９条の２２ 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、

第２０条、第２２条、第２８条から第２９条まで、第３４条から第３

８条まで、第４１条、第５３条、第５９条の２、第５９条の４及び第

５９条の５第４項並びに前節（第５９条の２０を除く）の規定は、共

生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、

第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「運営規

程（第５９条の１２に規定する重要事項に関する規程をいう。第３４

条において同じ。）」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者（以

下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。）」と、第３４条中



「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地

域密着型通所介護従業者」と、第５９条の５第４項中「前項ただし書

の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用

し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供す

る場合に限る。）」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が

共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共

生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第５９

条の９第４号、第５９条の１０第５項及び第５９条の１３第３項中「地

域密着型通所介護従業者  」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護従業者」と、第５９条の１９第２項第２号中「次条において準用す

る第２０条第２項」とあるのは「第２０条第２項」と、同項第３号中

「次条において準用する第２８条」とあるのは「第２８条」と、同項

第４号中「次条において準用する第３８条第２項」とあるのは「第３

８条第２項」と読み替えるものとする。 

（従業者の員数） 

第６１条 単独型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等（特

別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０

条の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）、同法第

２０条の４に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健

施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この項に

おいて同じ。）に併設されていない事業所において行われる指定認知

症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業を行う者及び併設型指

定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等に併設されている事

業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）

の事業を行う者（以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地

域密着型通所介護従業者」と、第５９条の５第４項中「前項ただし書

の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用

し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供す

る場合に限る。）」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が

共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共

生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第５９

条の９第４号、第５９条の１０第５項及び第５９条の１３第３項中「指

定地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護従業者」と、第５９条の１９第２項第２号中「次条において準用す

る第２０条第２項」とあるのは「第２０条第２項」と、同項第３号中

「次条において準用する第２８条」とあるのは「第２８条」と、同項

第４号中「次条において準用する第３８条第２項」とあるのは「第３

８条第２項」と読み替えるものとする。 

（従業者の員数） 

第６１条 単独型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等（特

別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０

条の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）、同法第

２０条の４に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健

施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下    

   同じ。）に併設されていない事業所において行われる指定認知

症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業を行う者及び併設型指

定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等に併設されている事

業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）

の事業を行う者（以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事



業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「単独型・併設型指

定認知症対応型通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者の

員数は、次のとおりとする。 

（１）～（３） （略） 

２～７ （略） 

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「単独型・併設型指

定認知症対応型通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者の

員数は、次のとおりとする。 

（１）～（３） （略） 

２～７ （略） 

 

 


